
○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 

 

広島市条例第４９号 

令和３年６月２９日 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、本市における学校給食（学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第

３条第１項及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律（昭和３

２年法律第１１８号）第２条に規定する学校給食をいう。次条及び第３条において同じ。）

の実施及び学校給食費（学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食費及び特別支援学

校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第５条第２項の学校給食に要する経

費をいう。以下同じ。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （学校給食の実施） 

第２条 本市は、その設置する学校であって規則で定めるものにおいて、学校給食を実施す

るものとする。 

（学校給食費の徴収） 

第３条 市長は、前条の規定により本市が実施する学校給食を受ける児童又は生徒（以下「児

童等」という。）の保護者等（児童又は未成年の生徒については学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１６条に規定する保護者を、成年に達した生徒については当該生徒の就学

に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。）から学校給食費を徴収する。 

 （学校給食費等の納付） 

第４条 児童等の保護者等は、規則で定める額の学校給食費を規則で定める納期限までに納

付しなければならない。 

２ 児童等の保護者等は、前項の規定による学校給食費の納付をしないときは、規則で定める

ところにより算出される遅延損害金を納付しなければならない。 

（学校給食費の減免） 

第５条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第１項に規定する学校給食費を減

額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


